
健康増進メンバー規約

うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park

第 3章  そ の 他

■第18条　諸規則の遵守
メンバーは本施設の利用及び本メンバークラブのサービスや特典
を受ける場合、本会則及びその他の諸規則を遵守し、本施設スタッフ
の指示に従っていただきます。

■第21条　細則
メンバー規約に定めのない事項につきましては、細則を制定しこれに
定めます。

■第22条　会則及び細則の改正
メンバー規約・細則の改正は、弊社が決定し、改正の効力はすべての
メンバーに及ぶものとします。

■第19条　廃止・閉鎖・休業
本条各号に該当するとき、本メンバークラブの運営の全部または
一部を廃止、もしくは本施設の全部または一部を閉鎖・休業する
事ができるものとします。ただし、本メンバークラブを廃止する場合
を除き、これによりメンバーの会費支払い義務を軽減することや、
免除することはありません。尚、予め計画されている場合は原則と
して1ヶ月前までにメンバーに対してその旨を告知します。

■第20条　個人情報の取扱い
利用目的

（Ⅰ）
（Ⅱ）
（Ⅲ）
（Ⅳ）

本メンバークラブの運営に関わるサービスや情報を提供する為
代金決済及び会費などの引落とし作業を行う為
顧客の動向調査・分析及び商品の改良や新商品開発の為
本メンバークラブまたは弊社の商品、サービスに関連した情報
をご案内する為

①

個人情報の利用
本施設がメンバーの個人情報を利用するにあたっては、利用
目的の範囲内で使用することとし、その目的の範囲を超えた利
用はいたしません。

②

第三者提供の制限
本施設は予めメンバーからの承諾を得ている場合、もしくは法令に
よる場合を除き、メンバーの個人情報を第三者に提供・開示いたし
ません。

③

個人情報の開示・訂正・削除
本メンバークラブがお預かりするメンバーの個人情報に関して、メンバー
の個人情報の確認訂正などを希望される場合には、合法的かつ必用
な範囲内において速やかに対応させていただきます。尚、各種手続き
に際しては、ご本人であることを確認させていただく場合があります。

④

情報案内停止のお申し出
メンバーは不要と判断した場合、本条①の（Ⅳ）記載の情報案内の
停止を行う事ができます。

⑤

個人情報に関するお問い合わせ
個人情報に関する確認・訂正等つきましては、下記までお問合せくだ
さい。

⑥

うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park
蓮 健康増進メンバー事務局
〒530-0011
大阪市北区大深町5-54 グラングリーン大阪 南館3階・4階
Tel 06-6377-7777（代表）  06-6376-8200（法人受付）
Fax 06-6377-7677

（Ⅰ）

（Ⅱ）
（Ⅲ）
（Ⅳ）
（Ⅴ）

自然災害その他外的事由により、運営・開館が不可能と判断
したとき
施設の増改築、修繕または清掃・点検によりやむを得ないとき
本施設の休館日
貸切り利用やレッスン・イベントが開催されるとき
その他重大な事由によりやむを得ないとき

本施設の利用及び本メンバークラブのサービスや特典を受ける
際、自己の所持品については、自らの責任の下に管理するもの
とし、万が一発生した事故・盗難・傷害等につきましては、本メンバー
クラブの責に帰すべき事由が有る場合を除き、本メンバークラブは
一切の賠償責任を負わないものとします。

■第17条　所持品の管理責任
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■第11条　各種登録事項の変更

■第12条　メンバー資格の喪失

各種登録事項（住所、連絡先、会費振替口座等）に変更がある場合
は速やかにお申し出ください。
その際、本メンバークラブ所定の書面に必要事項記入、署名の上ご提出
いただきます。

第 2章  メンバー

■第8条　入会事務手数料
入会事務手数料の額は、細則で定めます。一旦納入された入会事務
手数料はいかなる理由においても一切返金はいたしません。

■第9条　年会費
年会費の額は、細則で定めます。本メンバークラブの会費は年会費と
し、本メンバークラブ指定の方法で次年度分を前年度末までに前納
いただくものとします。

第1章  総 則

■第1条　名称及び所在地
本メンバークラブの名称は「蓮 健康増進メンバー」とし、その所在地は大
阪市北区大深町5番54号 グラングリーン大阪 南館 3階・4階 「うめきた
温泉 蓮 Wellbeing Park」内とします。

■第2条　運営
本メンバークラブは株式会社ラスイート（以下「弊社」という）が会則
及び細則を定め、運営・管理にあたります。

■第3条　目的
本メンバークラブは、天然温泉・運動・食事・美容・メディテーション
及び各種プログラムを通じてメンバー様の心身の健康維持・増進、
基礎体力向上を図ると共に、地域社会に貢献する事を目的とします。

■第4条　メンバーの種類
本メンバークラブはメンバー制とし、メンバーの種類は次の通りとします。
個人メンバー・・・個人を対象とします。
法人メンバー・・・法人を対象とし、登録利用者を記名式とします。

■第5条　施設の利用
メンバーは、「うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park」の大浴場、サウナ、
ジム、スタジオ、屋内プールを無料で利用することができます。また、
本メンバークラブが別に定める料金にて、岩盤浴、屋外プール、レスト
ラン、リラクゼーションサロン、メディテーションケーブ等を利用する事
ができます。

本メンバークラブの入会要件は次の通りとします。

■第6条　入会要件

（Ⅰ）

（Ⅱ）
（Ⅲ）
（Ⅳ）
（Ⅴ）

（Ⅵ）
（Ⅶ）

本メンバークラブの目的に賛同し、本会則及びその他諸規則を
遵守いただけること。
医師から運動や入浴の制限をされていないこと。
自らの責任において、自己の健康管理が出来ること。
暴力団・反社会勢力関係者でないこと。
刺青（ファッションタトゥーを含む）のないこと。
但し、弊社指定のカバーシールで完全に覆える場合を除く。
日本在住の満18歳以上の方。
過去に本メンバークラブから除名などの処分を受けていないこと。

■第7条　入会手続き
①

②

③

④

本メンバークラブに入会を希望される方は、所定の入会申込書に
必要事項記入、署名の上、顔写真を添えて申し込むものとします。
入会申し込みに際し、入会申込書とは別に下記書類をご提出いた
だきます。
（Ⅰ） 公的身分証明書
（Ⅱ） 誓約書
本条第2項における提出物受領後、弊社の審査により入会を
承認された方には、入会事務手数料及び初年度の会費をご請求
させていただきます。
本条第1項から第3項の手続きを経た後、入金確認が出来次第、
本メンバークラブに登録（入会希望日付登録）されます。

■第10条　メンバー証
①

②

③
④

⑤

本メンバークラブはメンバーに対して、1口あたり1枚のメンバー証
を発行します。法人無記名式登録に対しては、1口あたり1枚の
登録証を発行いたします。
メンバーが本施設（第５条に記載の各施設）を利用する際、もし
くは本メンバークラブならびに弊社のサービスや特典を受ける
際は、その都度メンバー証又は登録証（以下、メンバー証等と言い
ます。）を提示いただきます。
メンバー証等を他人に貸与することは出来ません。
メンバー証等を紛失した際は、速やかに届け出た上、再発行手続き
を行わねばなりません。
その際は、細則に定める手数料をご負担いただきます。
メンバー資格を喪失した場合には、直ちに本事務局へメンバー証
等を返還しなければなりません。

※無記名式のご契約には記名式のご契約が必要です。記名式1口につき、
　無記名式を5口までご契約いただけます。（別途年会費・手数料が必要です）
※全日メンバー、平日メンバー、プレミアムメンバーからお選びいただけます。 ■第15条　休会

（Ⅰ）

（Ⅱ）

（Ⅲ）
（Ⅳ）

本メンバークラブ所定の休会願いに必要事項記入署名捺印
の上、休会の理由を証する書類と共に提出いただき、承認され
た場合は休会する事ができます。
メンバーが休会を認められた場合、年会費の有効期間は休会
期間と同期間自動的に延長され、年会費の返金・減免はいたし
ません。
休会期間は最長で6ヶ月とします。
休会中のメンバーは復会届けを提出することで、本メンバーク
ラブに復会する事ができます。休会期限迄に復会届けが提出
されない場合は、退会として処理いたします。

■第14条　メンバー資格の停止及び除名

（Ⅰ）
（Ⅱ）
（Ⅲ）
（Ⅳ）
（Ⅴ）
（Ⅵ）
（Ⅶ）

弊社の会費、その他の支払いを遅滞したとき。
弊社の施設を故意に破損したとき。
法令、本施設の規則、本メンバークラブの会則・細則に違反したとき。
入会申込書の記載に偽りがあったとき。
弊社の名誉を傷つけ、または秩序を乱したとき。
他のメンバーや利用者に対し、危害を加えたとき。
第6条に記載の入会要件を満たしていないことが判明したとき。

■第13条　退会
メンバーは、退会希望年度最終月の10日までに本メンバークラブ
所定の退会届に必要事項記入、捺印の上、本事務局に届け出る
ことで、本メンバークラブを退会する事ができます。尚、退会手続き
については電話によるお申し出は一切お受けいたしません。

メンバーが本条の各号の一つに該当すると弊社が認めた場合、弊
社は当該メンバーの一時停止または除名できるものとします。

メンバーは、長期出張、海外勤務、疾病等、やむを得ない事情により
本メンバークラブを利用できない場合、弊社の承認を得て、休会する
事ができるものとします。

（Ⅰ） 
（Ⅱ） 
（Ⅲ） 
（Ⅳ） 

退会届が提出されたとき。
除名のとき。
死亡のとき。
法人メンバーにおいては、法人の解散・破産・民事再生・会社
更生等の申し立てがあったとき。

メンバーは、次の場合本メンバークラブのメンバー資格を喪失し、
その一切の権利を失います。尚、メンバーが年度途中で資格を喪失
した際は、年会費の返金はいたしません。

本メンバークラブが特別に承認した場合を除き、メンバー資格の譲渡
は出来ません。また、本メンバークラブのメンバー資格を担保に供する
ことは出来ません。

■第16条　メンバー資格の譲渡等
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